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 第 2 号 平成 19年 5月 1日 
    

特集「増え続ける労務トラブル －解雇－」 

平成１７年度上半期に山口労働局に寄せられた相談 

受付件数は、総合労働相談コーナー、労働基準監督署、

ハローワーク合わせて10,280件に上り、その約８割は

労働基準法関連の相談となっています。 

また、民事上の個別労働関係紛争に関する相談は817 

件で前年同期比 14.6％増、労働局長の助言・指導件数

については 117 件で前年同期比 30％増と大幅増とな

り、あっせん件数については25 件で前年同期比21.9％

減となりました。いずれも解雇や労働条件引き下げに

係る紛争処理件数が多数を占めています。 

民事上の個別労働関係紛争に関する相談 817件のな

かで相談件数の多かったものは、 

 

１ 普通解雇                  153件 

２ 整理解雇                  39件  

３ 懲戒解雇                  38件 

４ 退職勧奨                  62件 

５ 労働条件引下げ（賃金）   64件 

６ 労働条件の引下げ(退職金)  29件 

７ 労働条件の引下げ(その他)  34件 

８ いじめ・嫌がらせ      61件 

９ 配置転換・出向         32件 

10  雇止め                     28件 

11  セクシュアル・ハラスメント 21件 

12  育児・介護休業等           25件 

13  賠償                       33件  

となっています。 

 

その他  

在籍出向、配置転換、退職勧奨、懲戒処分、採用、 

内定取消、雇止め、昇給・昇格、自己都合退職、 

定年等、年齢差別、障害者差別等 

が紛争の原因となっています。 

トラブルの中では、解雇に対するものが圧倒的に多い状況 

です。そこで解雇に関して説明したいと思います。 

 解雇は使用者側からの一方的な雇用関係の終了です。解雇

自体は違法というものではありませんが、解雇のやり方には 

ルールがあります。 

 

 

 解雇は、 

① 客観的に合理的な理由がある 

② 社会通念上認められる 

の要件を満たしていなければ解雇権を濫用したものとして 

無効となります。 

 

客観的に合理的な理由とは（解雇事由） 

① 労務提供の不能、困難、不安定  

② 労働能力、技術、知識などの著しい欠如 

③ 労務の著しい不適格  

④ 信頼性の著しい欠如（職務怠慢、業務阻害） 

⑤ 重大な規律、秩序、勤務義務違反 

⑥ 重大な業務命令・職務遂行・守秘義務の違反等 

⑦ 会社、他従業員への著しい名誉、信用失墜行為 

⑧ 社会的不法行為（刑事事件、重大な違法、セクハラ） 

⑨ 経営上の必要（人員整理、合理化）  

⑩ その他雇用を継続しがたい事由  

 

社会通念上相当と認められないとは（使用者側の対応措

置） 

① 使用者側の違法の黙認、注意・指導・監督の怠慢 

② 適正な指示・命令の欠如  

③ 事前の予防・防止措置、教育指導の欠如、不充分 

④ 行為と解雇処分のバランス欠如  

⑤ 整理解雇の４原則の欠如  

⑥ 違法・不当な目的・動機  

⑦ 配転などによる改善努力の不充分  
 

解雇が正当だと認められる場合には就業規則などで解

雇ができる要件を明確に定めた場合に限られます。 

トラブルを避けるには解雇要件を就業規則に定める、雇

用契約時に文書で明示することが必要です。 

 

整理解雇の場合は さらに以下の４要件が必要です。 

① 人員整理の必要性があること  

② 使用者が解雇回避のための努力をしたこと 

③ 被解雇者の選定が合理的であること 

④ 解雇の手続が妥当であること 

 

 

 



法律改正情報 

各分野の改正された法律、制度などをお知らせします。 

 
雇用保険料率の引き下げ  

 

  労働保険特別会計における失業給付に掛かる雇用保険の弾力料率を現在の±0.2％から±0.4％へ拡大します。 

これを受けて、平成19年度からは雇用保険料率のうち、失業給付部分は1.6％（0.8％づつ負担）から1.2％（0.6%づつ負担）へ 

引き下げられます。 

同時に、雇用保険三事業に掛かる雇用保険率（全額事業主が負担）の弾力的変更の制限が廃止され、こちらの分の雇用保険率も 

0.35％から0.30％へ引き下げとなります。合計の雇用保険率は、現在の1.95％（事業主1.15%、被保険者0.8%）が1.5％（事業主 

0.9%、被保険者0.6%）へ下がることになります。 

 

 雇用保険三事業の見直し  
 

  雇用保険三事業のうち、労働者の福祉の増進を図ること等を目的とされた雇用福祉事業を廃止します。 

  福祉施設として建設されたものの、大幅な損失を出して、売却に追い込まれた全国勤労青少年会館（中野サンプラザ）の事業な 

どがこれに該当します。 

 

国庫負担の削減  

 

  高年齢雇用継続給付に関する国庫負担（現在、8分の1を負担）を廃止。 

  失業等給付に関する国庫負担（日雇労働者求職者給付金以外は25％を負担）は、平成19年度以降、当分の間は本来の負担額の 

100分の55相当額（13.75%）に削減。 

 
 

     パートの加入基準拡大案閣議決定 (2007年4月13日) 

 

 政府は4月13日、パート社員の厚生年金加入基準拡大について閣議決定しました。 

 政府・与党は2007年秋の臨時国会での成立を目指すようです。 

 

 現行では正社員の４分の３、週３０時間以上働くパートだけが厚生年金の加入対象だが、当初はこれを週

２０時間に拡大する案が基本とされていました。 

 しかし、外食・小売業などパートに頼る業界が負担増に反対しました。 

 

結局、次のようになっています。 

（１）週２０時間以上勤務 

（２）月収９万８０００円以上 

（３）勤務期間１年以上 

 

 上記、すべてを満たす人が対象で、従業員３００人以下の中小企業や学生は除外です。 

 健康保険と介護保険も同じ基準で同時に拡大するとしています。 

 なお、パート社員の厚生年金加入基準拡大は、2011年9月から実施としています。 

 

  

 

                雇用保険法       平成19年4月1日改正 



 

 

めっきり減った助成金。しかし、まだ知っておいて損はないというものもあります。 

創設 ◆ 中小企業職業相談委託助成金 ◆ 
 

【概要】 

 

  近年、パートタイム労働者は著しく増加するとともに、これまで正社員が担ってきた基幹的役割を果たす者も出現しています。し 

かし処遇見直しのノウハウの欠如や経済的負担が大きいことなどから、パートタイム労働者に対する均衡処遇は進んでいません。そ 

こで、資金的な制約により具体的な取組に踏み込めない事業主に対して、それぞれの企業の状況に応じた取組を促すために、行政と 

して財政的支援を行うことになりました。 

 

【支給対象】  労働保険の適用事業主（規模は不問） 

 

【支給金額】  各制度３０万円 （正社員と共通の制度は５０万円） 

  

【支給内容】  パートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や正社員への転換制度等の導入を行い、 

かつ、制度の適用者が「実際に出た」場合に支給されます。 

 

          ①  正社員との均衡を考慮した評価・資格制度 を設け、実際に格付けされたパートタイム労働者が１名以上出た場合 

           〔正社員と共通の制度 ⇒ ５０万円〕  〔それ以外の制度 ⇒ ３０万円〕 

 

          ② パートタイム労働者から正社員への転換制度を設け、転換者が１名出た場合   ⇒ 〔３０万円〕 

         

③ 短時間正社員制度 を設け、対象者が１名出た場合  ⇒ 〔３０万円〕 

 

          ④ パートタイム労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した能力開発制度を設け、実際に能力開発を行った場合 

                                                              ⇒ 〔３０万円〕 

 

          ⑤ パートタイム労働者に対する以下の制度を設け、かつ利用者が１名出た場合 ⇒ 〔３０万円〕 

              (ｱ) 雇入時健康診断の実施 

              (ｲ) 定期健康診断の実施 

              (ｳ) 人間ドックの実施 

              (ｴ) 生活習慣病予防検診の実施 

 

 

知って得する助成金情報  
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Ｑ 当社を今後退職する者には企業秘密保持の観点か

ら５年間は同業他社に就職しないという内容の念

書を書かせたいのですが 

Ａ 退職し、雇用関係が切れている者に対して５年間 

もの職業選択の制限をかけることは不可能です。 

 過去の判例では、企業秘密の保護を認めた場合で 

も競業禁止義務を有効に負わせることができる期間 

は２年間となっています。それ以上は無効というこ

とです。 

 

Ｑ 大学卒枠で採用した従業員が実際は高卒でした。 

  懲戒解雇しようと思うのですが 

Ａ 経歴詐称の場合は、労働契約関係の基礎にある信 

頼関係を害するため懲戒の対象となります。 

  ただし、解雇という重大な不利益を労働者に負わ 

せることとなるため、経歴詐称による信頼関係が極 

めて大きい場合、背信性の程度が著しい場合に懲戒 

が限られます。最近の判例では最終学歴を偽った場 

合は懲戒解雇を認め、それ以外は普通解雇とするも 

のが見られます。 
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Ｑ 会社内の自社製品を賃金の一部として従業員に与え 

ようと思いますが可能でしょうか 

Ａ できません。労働基準法の定める「賃金の通貨払い 

の原則」に反します。ただし、労働協約などの文書で 

 従業員側と合意が成立していれば認められます。 

 

Ｑ「賞与支給日に在籍する従業員に対してのみ賞与を 

 支給する」と当社の就業規則には定めています。 

しかし、賞与支給日直前に退職した従業員が自分に 

 は賞与を受け取る権利があるといってきましたが支払 

わなくてはならないでしょうか 

Ａ 支払わなくてよいです。支給日在籍要件の有効性は 

 認められています。 

 

Ｑ 従業員が休日中に人身交通事故を起こしました。 

何らかの懲戒処分が可能でしょうか 

Ａ 休日中の事故であってもそれが会社の体面を損なう 

ようであれば懲戒が可能ですが、交通事故は過失によ 

るところが大きいですから人身事故でも懲戒は困難で 

す。ただし、ひき逃げであれば別です。 

 


